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令和 8 年度 基幹相談支援センター機能強化事業業務委託  
公募型プロポーザル募集要項 

 
１．業務の概要 

(1) 業務名 令和 8 年度基幹相談支援センター機能強化事業業務委託 
(2) 本業務の目的 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を 

担う機関として、相談支援事業者等の後方支援や地域自立支援協議

会の推進等を総合的に行うなど、障がいのある方が地域で安心して

暮らせる「地域づくり」を目的とする。 
(3) 業務内容 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援

事業や成年後見制度利用支援事業、他法において市町村が行うとされる

障がい者等への相談支援の業務、地域の相談支援従事者に対する助言等

の支援者支援、自立支援協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」

の業務などを総合的に実施する。 
(4) 業務場所 志摩市地内 
(5) 履行期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日 

 
２．見積限度額 
  15,979,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 
 
３．実施型式 
  公募型プロポーザル方式 
 
４．参加資格要件 

本業務のプロポーザルに参加する者(以下｢参加者｣という。)は、公告日から契約締結の

日までの間、次の各号の全ての要件を満たすものとします。 
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 
(2) 令和 8 年 2 月 1 日現在で志摩市契約規則(平成 16 年志摩市規則第 69 号)第 3 条第 2 
 項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下｢競争入札参加資格者名簿｣という。)の｢事

務事業委託 2507 福祉・介護サービス 1 福祉サービス｣の部門に登録されていること。 
ただし、当該名簿に未登録の者にあっては、登録手続きを行い、令和 8 年 2 月 1 日ま

でに登録を行うこと。なお、志摩市競争入札資格者名簿は三重県市町総合事務組合に

おける審査完了月（毎月 25 日までの審査完了分）の翌月 1 日に登録となるので注意す

ること。 
(3) 志摩市建設工事等指名停止措置要綱(平成 20 年志摩市告示第 34 号)に基づく指名停

止措置期間中でないこと。 
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(4) 手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全なものでない 
こと。 

(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号。)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続 
開始の申立てがなされている場合又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号。）に基づ

く再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般

(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 
(6) 契約日時点で市内において、指定特定相談事業所又は指定一般相談支援事業所を設 
置している者。 

(7) 本業務と同時期に募集を行う「障害者相談支援事業①業務委託」「障害者相談支援 
事業②業務委託」（以下、「他案件」という。）に重複して応募できるものとする。ただ

し、重複受託の可否については以下のとおりとする。 
  ア【重複受託ができない場合】 
   本業務の提案書類「様式第 13 号（職員配置及び勤務体制等）」に記載された配置

予定人員と、他案件における配置予定人員に重複がある場合は、複数の業務を重

複して受託することはできず、いずれか一つの業務に限り受託することができる。 
    イ【重複受託ができる場合】 
     本業務の提案書類「様式第 13 号（職員配置及び勤務体制等）」に記載された配置 
    予定人員と、他案件における配置予定人員に重複がなく、各業務を適切に遂行で 

きる体制が確保されていると認められる場合に限り、同一の者が複数の業務を受 
託することができる。 
 

５．参加申込み及び資格審査 
(1) 参加申込み 

参加者は、下記一覧の書類を「１１．書類提出先及び問合せ先」へ郵送（簡易書留）

又は持参にて提出してください。 
 ［提出書類一覧（参加申込み）］ 
No. 提出書類の名称 様式 規格等 

1 参加申込書 様式第 1 号  
2 会社概要調書 様式第 2 号  

3 
会社概要調書（様式第 2 号）に記載

の書類 
 

 

(2) 提出部数 
  1 部 
(3) 受付期間 

公告日から令和 8 年 2 月 9 日（月）午後 5 時までの必着とします。ただし、持参の

場合は、志摩市の休日を定める条例(平成 16 年志摩市条例第 2 号)第 1 条第 1 項各号に
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定める休日(以下｢市の休日｣という。)及び正午から午後 1 時までの間を除き、午前 8 時

30 分から午後 5 時までの間に提出してください。 
(4) 参加資格審査結果  

参加資格審査結果は、｢書類審査による選定通知書(様式第 5 号)｣又は「書類審査の非

選定通知書(様式第 6 号)」により、郵送にて参加者に通知します。 
 
６．スケジュール 
  別紙１のとおり 
 
７．提案書類の作成及び提出方法 

(1) 参加資格審査の結果、参加資格を有するとされた参加者は、下記一覧記載の提案書

類を「１１．書類提出先及び問合せ先」へ一括して郵送（簡易書留）又は持参にて提

出してください。受付期間中に提出がない場合や不備がある場合は、本業務のプロポ

―ザルへの参加資格を無効とします。また、受付期間終了後の書類の再提出、差し替

え等は認めません。  

 

［提出書類一覧（提案書類）］ 

順番 提出書類の名称 様式 制限頁・枚数 

1 企画提案書 様式第 7 号 Ａ４判１頁 

2 参考見積書 様式第 8 号 Ａ４判１頁 

3 相談支援に関する実績等 様式第11号 Ａ４判１頁 

4 
基幹相談支援センター業

務実施方針（方法、体制

構築等） 
様式第12号 Ａ４判１頁 

5 職員配置及び勤務体制等 様式第13号 Ａ４判１頁 

6 
職員の能力向上の取組に

ついて 
様式第14号 Ａ４判１頁 

7 
個人情報保護の取組と苦

情解決体制等 
様式第15号 Ａ４判１頁 

8 
地域との連携、ネットワ

ーク構築の取組み 
様式第16号 Ａ４判１頁 

9 その他 様式第17号 Ａ４判１頁 

10 収支計算書 様式第18号 Ａ４判１頁 
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(2) 提案書類に係る留意事項 
ア 提案書類は、2 穴綴じとし、紐綴じ等簡易な綴じ方で「提出書類一覧（提案書類）」

の順番にまとめてください。  
イ 縦書き又は横書き、作成に使用するアプリケーション（PowerPoint 等）、フォン

トは問いません。ただし、文字サイズは認識に支障が生じないサイズにしてくだ

さい。  
ウ 専門知識を有しない者でも理解できるよう、わかりやすい表現に努めてください。  
エ 正本は、商号又は名称及び代表者氏名を記載してください。  
オ 副本は、正本の写しで商号又は名称及び代表者氏名の記入をしていないものを提

出してください。また、参加者が推定できるような記述、ロゴ等の挿入を行わな

いでください。  
カ 企画提案書は 1 者 1 提案とします。  

(3) 提出部数  
ア 正本  1 部  
イ 副本  12 部  

(4) 受付期間 公告日から令和 8 年 2 月 9 日（月）午後 5 時までの必着とします。ただし、

持参の場合は、市の休日及び正午から午後 1 時までの間を除き、午前 8 時 30 分か

ら午後 5 時までの間に提出してください。 郵送により提出する場合においても、受

付期間内に必着とします。 
 
８．審査方法及び審査内容 
  別紙「基幹相談支援センター機能強化事業業務委託に係る公募型プロポーザル方式審 

査要項」参照 
 
９．質問及び回答 

(1) 参加申込みに関すること  
ア 参加申込みに関する質問については、電子メールによることとし、電子メールの

件名を「基幹相談支援センター機能強化事業業務委託に係る公募型プロポーザル

参加申込みの質問について（業者名）｣とし、質問書（様式第 3 号）を｢１１．書

類提出先及び問合せ先｣に記載のメールアドレスに送信し、午前 8 時 30 分から午

後 5 時の間に電話により｢１１．書類提出先及び問合せ先｣まで受信の確認を行っ

てください。ただし、電話による質問は受付しません。  
イ 質問受付期間は、公告日から令和 8 年 1 月 30 日（金）の午後 5 時までとします。

ただし、市の休日を除きます。  
ウ 回答については、令和 8 年 2 月 4 日（水）の午後 5 時までに、志摩市ホームペー

ジ上で回答します。  
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(2) 提案書類に関すること  
ア 提案書類に関する質問については、電子メールによることとし、電子メールの件

名を｢基幹相談支援センター機能強化事業業務委託に係る公募型プロポーザル提

案書類について（業者名）｣とし、質問書（様式第 3 号）を｢１１．書類提出先及

び問合せ先｣に記載のメールアドレスに送信し、午前 8 時 30 分から午後 5 時の間

に電話により｢１１．書類提出先及び問合せ先｣まで受信の確認を行ってください。

ただし、電話による質問は受付しません。  
イ 質問受付期間は、公告日から令和 8 年 1 月 30 日（金）の午後 5 時までとします。

ただし、市の休日を除きます。  
ウ 回答については、令和 8 年 2 月 4 日（水）午後 5 時までに、志摩市ホームページ

上で回答します。 

 

１０．契約手続き等 

(1) 契約交渉相手方等の決定 「８．審査方法及び審査内容｣の結果により、契約交渉相 
手方及び順位を決定します。 

(2) 審査結果の通知審査結果は、｢公募型プロポーザル審査結果通知書(様式第 9 号)｣によ 
り、郵送にて参加者に通知します。 

(3) 異議申し立て審査結果に関する異議申し立ては、「書類審査による非選定通知書(様 
式第 6 号)」又は「公募型プロポーザル審査結果通知書(様式第 9 号)」に記載の日まで 
に行ってください。  

(4) 契約内容の交渉 契約内容については、提案された内容等を踏まえ、契約交渉相手方 
に選定された者と交渉し決定します。 

(5) 「４．参加資格要件 (7) ア【重複受託ができない場合】」に該当する事業者が、本業 
務と他案件のいずれにおいても受託候補者の最上位となった場合は、当該事業者がい 
ずれかの業務を選択するものとします。この場合、令和 8 年 3 月 9 日（月）午後 5 時 
までに市へ選択した業務について回答し、選択しなかった業務については「公募型プ 
ロポーザル辞退届(様式第 10 号)を提出してください。 

(6) 次点者との契約 契約交渉相手方に選定された者が契約を締結しなかった場合（重複 
選定に伴う辞退を含む）、その他権利を失った場合は、その旨を次点者へ通知し、契約 
交渉を行います。 

 

１１．書類提出先及び問合せ先 

(1) 書類提出先  

志摩市 健康福祉部 地域福祉課  

〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方 3098 番地 22  

電話番号：0599-44-0283  
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(2) 問合せ先  

志摩市 健康福祉部 地域福祉課  担当：谷口、伊藤  

電話番号：0599-44-0283    

e-mail:chiikifukushi@city.shima.lg.jp 
 

１２．提出書類及び審査内容の公表又は非公表の別 

  参加申込書、提案書類(以下｢提出書類｣という。)並びに審査の過程等は公表しませ

ん。 

 
１３．提案に係る費用の負担に関する事項  

提出書類の作成・提出、ヒアリング等への参加等に関する一切の費用は提案者の負   

担とします 
 

１４．その他 

(1) 参加申込み後の辞退  
参加申込み後に辞退する場合は、「公募型プロポ―ザル辞退届(様式第 10 号)」を持参

又は郵送により提出してください。  
なお、重複選定に伴う選択の結果として行われる辞退についても、同様とします。 

(2) 虚偽記載等  
提出書類に虚偽の記載をした場合には、失格とします。  

(3) 言語及び通貨  
手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限定します。  

(4) 提出書類の取扱い  
提出書類は、参加者に返却しません。  

(5) ヒアリング審査時の呼称について  
ヒアリング審査時に特定の事業所等を推定できるような呼称はしないでください。 

 

mailto:chiikifukushi@city.shima.lg.jp
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別紙 1 
 

事業の全体スケジュール及び契約交渉相手方決定までの事務手順 
 

 事項 期日・期間等 

１ 参加申込書及び提案書の受付 

公告日から 
令和 8 年 2 月 9 日（月）午後 5 時まで 
※持参の場合は勤務時間内（市の休日及び正午

から午後 1 時までの間を除き、午前 8 時 30 分

から午後 5 時）に提出してください。 

２ 
参加申込み及び提案書に関する質

問の受付※電子メールによる 
公告日から 
令和 8 年 1 月 30 日（金）午後 5 時まで 

３ 
参加申込み及び提案書に関する質

問に対する回答（志摩市ホームペ

ージ） 
令和 8 年 2 月 4 日（水）午後 5 時まで 

４ 参加資格審査 令和 8 年 2 月 10 日（火） 

５ 
参加資格審査結果通知書及びヒア

リング等審査の実施に関する通知

書の送付 
令和 8 年 2 月 13 日（金） 

６ ヒアリング等審査の実施 令和 8 年 2 月 24 日（火） 

７ 
プロポーザル審査結果通知書の送

付 
令和 8 年 3 月 2 日（月） 

８ 委託予定業者と随意契約 令和 8 年 3 月中旬ごろ 

 


